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世田谷区支給認定及び保育所等の利用調整等に関する条例（案） 
 
（趣旨） 
第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２０条

及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条第３項の施行等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 
（定義） 
第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。 
（支給認定の申請） 
第３条 小学校就学前子どもの保護者は、法第２０条の規定による小学校就学前子どもごとの子どもの

ための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する法第１９条第１項各号に掲げる小

学校就学前子どもの区分についての認定並びに同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに

該当すると認められた小学校就学前子ども（第６条において「第２号又は第３号認定子ども」という。）

に係る保育必要量の認定（以下「支給認定」という。）を受けようとするときは、規則で定めるところ

により、区長に申請をしなければならない。 
（利用の制限） 
第４条 支給認定に係る小学校就学前子ども（第６条において「支給認定子ども」という。）は、１人に

つき一の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用することができるものとする。 
（罰則） 
第５条 区長は、正当な理由なしに、法第１３条第１項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは

提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定によ

る当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、１００，０００円以下

の過料を科する。 
２ 区長は、法第２３条第２項若しくは第４項又は第２４条第２項の規定による支給認定証の提出又は

返還を求められてこれに応じない者に対し、１００，０００円以下の過料を科する。 
（利用調整） 
第６条 区長は、支給認定子ども（第２号又は第３号認定子どもに限る。）について、規則で定めるとこ

ろにより、児童福祉法第２４条第３項の規定による保育所等（同項に規定する保育所、認定こども園

又は家庭的保育事業等をいう。以下同じ。）の利用についての調整を行うものとする。 
（委任） 
第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
附則 
（施行期日） 
１ この条例は、法の施行の日から施行する。ただし、次項から第４項までの規定は、公布の日から施

行する。 
（支給認定及び利用調整の特例） 
２ この条例の公布の日から平成２７年３月３１日までの間における支給認定の申請その他の支給認定

に係る手続及び保育所等の利用についての調整は、別に定めるところによる。 
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３ この条例の公布の日前に保育所等の利用の申込み（平成２７年４月１日を保育所等の利用の開始の

日とするものに限る。）があったときは、支給認定の申請があったものとみなす。 
４ 第２項の規定は、前項に規定する保育所等の利用の申込みについて準用する。 
（世田谷区保育の実施等に関する条例の廃止） 
５ 世田谷区保育の実施等に関する条例（平成９年１２月世田谷区条例第５９号）は、廃止する。 


